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「障害」に係る「がい」の字に対する取扱いについて 
  

この「霧島市障がい者計画・第 5 期障害福祉計画・第１期障がい児福

祉計画」については、本文中で「障害」（全て漢字）と「障がい」（害を

ひらがな）の 2 種類の表記を使用しています。 
これらの使い分けの方法は、一般的な障害のある人を指す場合は「障

がい者」「障がい児」と表記し、固有名詞や法律用語及び制度の名称には

「障害」という文字を使用しています。 


